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普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設
誘
致
計
画
「
国
頭
村
安
波
案
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

沖
縄
県
国
頭
村
安
波
区
に
お
い
て
、
に
わ
か
に
普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設
誘
致
計
画
「
国
頭
村
安
波
案
」
（
以
下
、
「
安

波
案
」
と
い
う
）
が
浮
上
し
、
地
域
を
混
乱
に
陥
れ
て
い
る
。
「
安
波
案
」
と
は
、
去
る
五
月
十
七
日
に
国
民
新
党
の
下
地
幹

郎
幹
事
長
が
、
松
本
外
務
大
臣
に
示
し
た
案
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

私
は
、
「
安
波
案
」
に
は
明
確
に
反
対
で
あ
る
。
実
現
可
能
性
も
な
い
も
の
と
思
う
。
な
ぜ
、
今
の
時
期
に
「
安
波
案
」
が

急
浮
上
す
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。
そ
の
う
え
で
、
安
波
区
を
含
む
国
頭
村
の
振
興
は
、
軍
事
基
地
受
け
入
れ
と
リ
ン
ク
さ

せ
ず
に
、
国
の
責
任
の
下
で
行
う
べ
き
と
考
え
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
安
波
案
」
に
関
し
、
私
が
去
る
五
月
十
九
日
の
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
に
お
い
て
、
安
波
区
評
議
委
員
ら
の
「
要
望

書
」
や
滑
走
路
の
長
さ
及
び
配
置
等
を
示
し
た
計
画
書
の
存
在
を
承
知
し
て
い
る
か
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
北
澤
防
衛
大
臣
よ

り
「
私
は
、
一
切
、
そ
の
件
に
つ
い
て
お
話
を
承
っ
た
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
書
類
も
見
た
こ
と
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
」
「
防
衛
省
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
要
請
も
一
切
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
の
答
弁
を
得
た
。

今
日
現
在
、
防
衛
省
は
係
る
計
画
、
す
な
わ
ち
「
安
波
案
」
の
存
在
を
承
知
し
て
い
る
か
。
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
れ

一



ば
、
五
月
十
九
日
以
降
、
今
日
ま
で
の
間
に
、
安
波
区
側
も
し
く
は
「
安
波
案
」
推
進
派
の
人
々
か
ら
防
衛
省
に
対
し
、
同

案
に
関
す
る
何
ら
か
の
要
請
等
が
あ
っ
た
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

北
澤
防
衛
大
臣
は
「
安
波
案
」
に
関
し
、
去
る
五
月
十
八
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
に
お
い
て
「
行
政
（
国
頭
村
）
の
長

が
反
対
し
、
承
認
が
な
い
案
を
と
や
か
く
論
評
し
な
い
」
旨
、
答
弁
し
て
い
る
。
一
方
で
、
同
案
推
進
派
ら
区
民
総
会
に
お

け
る
説
明
者
側
の
発
言
と
し
て
「
辺
野
古
案
が
消
え
て
い
な
い
の
で
表
向
き
は
言
及
で
き
な
い
が
、
（
北
澤
）
防
衛
大
臣
は

安
波
案
を
高
く
評
価
し
て
い
る
」
と
の
報
道
が
あ
る
。

「
安
波
案
」
に
対
す
る
防
衛
省
の
評
価
を
示
し
た
う
え
で
、
北
澤
防
衛
大
臣
は
「
安
波
案
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
説
明
者
側
が
北
澤
防
衛
大
臣
の
名
を
勝
手
に
僭
称
し
て
い
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

今
後
、
安
波
区
の
代
表
者
ら
か
ら
「
安
波
案
」
に
関
す
る
何
ら
か
の
計
画
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
政
府
と
し
て
検
討
す
る

考
え
は
あ
る
か
、
ま
た
、
近
々
に
開
催
予
定
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
い
わ
ゆ
る
�
プ
ラ
ス
�
）
で
正
式
議
題
に
す

る
つ
も
り
か
、
態
度
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


